
 

 

 

令和６年５月  

藤 沢 市 農 業 委 員 会 総 会  
 

 

 

 

日時：令和６年５月２７日（月）午後２時３１分～ 

場所：本庁舎５階 ５－１・５－２ 会議室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

藤 沢 市 農 業 委 員 会  



1 

 

藤 沢 市 農 業 委 員 会 総 会 会 議 録  

 

 藤沢市農業委員会総会を令和６年５月２７日（月）、本庁舎５階 ５－１・５－２会

議室に招集する。 

 

出席委員は、次のとおり 

 １番 落 合 喜 治 １５番 伊 澤 忠 治 

 ２番 小 林 正 幸 １６番 井 出 茂 康 

 ３番 永 野 良 徳 １７番    漆 原 豊 彦 

 ４番 田 代 惠美子 １８番 北 村 利 夫 

 ６番 関 根 栄 一 １９番 宮 治 政 彦 

 ７番 齋 藤 義 治 ２１番 佐 藤 智 哉 

 ８番 井 上 哲 夫  ２２番 澤 野 孝 行 

 ９番 上 田 洋 子 ２３番   平 川 勝 昌 

１０番 吉 川   誠 ２４番 神 﨑 享 子 

１１番 飯 田 芳 一 ２５番 砂 川 耕 介 

１２番 三 上 健 一   

１３番 吉 原    豊   

１４番 加 藤   登   

  

欠席委員は、次のとおり 

 ５番 西 山 弘 行 ２０番 安 藤 康 彦 

 

農業委員会事務局職員の出席は、次のとおり  

事 務 局 長    幸 田      主幹  坂  間        主 査    森 

主 査 久 保      
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委員会の日程は、次のとおり 

 

日程第 １ 議案第  ７号  農地法第３条の規定による許可申請について  

日程第 ２ 議案第  ８号 農地法第５条の規定による許可申請について 

日程第 ３ 議案第  ９号 非農地証明願について 

日程第 ４ 議案第 １０号 生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願

について 

日程第 ５ 報告第  ６号 農地の貸借の合意解約通知について 

日程第 ６ 議案第 １１号 農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定等の申し

出について 

日程第 ７ 議案第 １２号 農地中間管理事業に係る農業経営基盤強化促進法に基

づく農用地利用集積計画の決定について  

日程第 ８ 報告第  ７号 藤沢市農業委員会規程第９条第２項に基づく報告につ

いて 

日程第 ９ 議案第 １３号 令和５年度農業委員会の農地利用の最適化の推進の状

況その他事務の実施状況の公表について 
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開会 午後２時３１分 

 

事務局（幸田事務局長） それでは、定刻を若干過ぎておりますけれども、始めさせ

ていただきたいと思います。 

ただいまから「藤沢市農業委員会総会」を開催いたします。 

本日の委員の出席状況を申し上げます。委員の総数２５名、出席者数２２名

でございます。 

なお、開会に先立ちまして、事務局より御報告をさせていただきたいと思い

ます。 

このたび、令和６年春の叙勲において、齋藤会長が「旭日双光章」を、４月

２９日付で受章されました。まことにおめでとうございます。（拍手）  

多年にわたる農業振興の功績に対する栄えある御受勲を、事務局としてもお

慶び申し上げます。 

それでは、初めに齋藤会長から御挨拶をお願いいたします。  

会長（齋藤義治委員） 皆さん、こんにちは。 

委員の皆様方におかれましては、大変お忙しい中をお集まりいただきまして、

まことにありがとうございます。 

ただいま御紹介いただきましたように、「旭日双光章」という身に余る光栄

な章をいただきました。大変恐縮をしております。  

私は、平成８年から農業委員をやっておりまして、平成２０年から会長をや

っております。そういうことで、各方面でのいろいろな方の御尽力のもと、今

回の褒章をいただけたことを感謝いたしております。特に農業委員の皆様方、

そして、農業委員会の事務局の皆様方あるいは行政の方々にいろいろお世話に

なりました。本当にありがとうございました。 

これに恥じぬように、これからも頑張っていきたいと思いますので、ひとつ

よろしくお願いをいたします。  

それでは、５月の総会を開会いたします。よろしく御協力のほどをお願い申

し上げまして、挨拶とさせていただきます。 
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事務局（幸田事務局長） ありがとうございました。 

これより議事に入りますが、藤沢市農業委員会総会会議規則第５条の規定に

基づき、齋藤会長に議長をお願いしたいと思います。 

議長（齋藤義治委員） それでは、しばらくの間、議長を務めさせていただきます。  

 なお、本会議を公開することに御異議はございませんか。  

「異議なし」の声多数 

議長（齋藤義治委員） 事務局、本日の傍聴人はいらっしゃいますか。 

事務局（久保主査） いいえ、いらっしゃいません。 

議長（齋藤義治委員） はい。 

それでは、これより会議を開きます。 

 なお、議事録署名人につきましては、議席番号順により、２１番の佐藤智哉

委員と、２２番の澤野孝行委員の御両名にお願いをいたします。 

これより議事に入ります。 

日程第１、議案第７号「農地法第３条の規定による許可申請について」を上

程いたします。 

事務局の説明を求めます。 

森 主査。 

事務局（森 主査） それでは、「農地法第３条の規定による許可申請について」、御

説明させていただきます。 

地区、御所見・遠藤。番号１。譲受人、住所氏名、記載のとおり。従事者、

３人。所有面積、耕作面積、ともに１ａ。譲渡人、住所氏名、記載のとおり。

当該農地、地番、用田、２筆。地目、いずれも畑。地積、２筆合計３４３㎡。

権利の種類、売買による所有権移転。申請理由、譲受人、農業経営規模拡大の

ため。譲渡人、譲受人の要望による。  

以上になります。 

議長（齋藤義治委員） 事務局の説明が終わりました。 

    それでは、番号１について意見を求めます。  

    １番、落合委員。 
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１番（落合喜治委員） 資料は１ページをお開きください。  

申請地は、県道丸子・中山・茅ヶ崎線にある「コメリハード＆グリーン藤沢

用田店」より、南西に約１５０ｍの土地になります。 

    地区協におきまして、譲受人と面談をいたしました。  

譲受人は、申請地の隣接地の畑を所有し、露地野菜の栽培により農業に従事

しております。 

このたび、農業経営規模拡大を図るため、当該農地を新たに取得するとのこ

とです。 

申請地は、ナスやダイコンなどを生産する計画です。 

地区協の意見としましては、農地法第３条第２項各号には該当しないため、

許可要件の全てを満たすものと考えております。  

    以上です。 

議長（齋藤義治委員） 他に意見はございませんか。 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、採決をいたします。  

議案第７号について、許可をすることに御異議はございませんか。  

「異議なし」の声多数 

議長（齋藤義治委員） それでは、議案第７号について、許可をすることに決定をい

たします。 

次に移ります。 

 日程第２、議案第８号「農地法第５条の規定による許可申請について」を上

程いたします。 

 事務局の説明を求めます。 

森 主査。 

事務局（森 主査） それでは、「農地法第５条の規定による許可申請について」、説

明をさせていただきます。 

地区、御所見・遠藤。番号１。譲受人、住所氏名、記載のとおり。譲渡人、



6 

 

住所氏名、記載のとおり。耕作者、同左人。当該農地、遠藤の４筆。地目、い

ずれも畑。地積、４筆合計９８２㎡。内容、所有権移転。転用目的、資材置場

及び駐車場。農用地区域除外日、遠藤の１筆が平成９年５月１４日、その他に

つきましては平成２年３月３１日。農地種別、第２種農地。 

以上です。 

議長（齋藤義治委員） 事務局の説明が終わりました。 

    それでは、番号１について意見を求めます。  

    ２番、小林委員。 

２番（小林正幸委員） 資料は３ページをお開きください。 

本件の申請地につきましては、市道高倉・遠藤線にある「遠藤広谷」交差点

から北西に約２００ｍの土地が１筆、市道大庭・獺郷線にある「苅込」交差点

から東に約５０ｍの農地が３筆になります。 

    農地の区分は、いずれも５００ｍ以内に慶応大学バスローターがあるため、

「第２種農地」と判断いたしました。 

    譲受人は建設業を営んでおり、市内に資材置場を有していますが、手狭であ

り、また、契約期間満了を迎えるため、代替地を探していたところ、規模的に

も都合がよく、本社からのアクセスもよい申請地が適地であると判断したとの

ことです。 

申請地の一つは、東側が畑、その他が道路になります。出入口は西側で、そ

れ以外の部分については、単管パイプ及び地上高２ｍの鋼板を設置し、土砂等

の流出を防ぎます。 

もう一方は、東側が道路、その他が畑になります。道路面より申請地側が高

くなっているため、東側には土留めを設置します。また、出入口を除き、単管

パイプ及び地上高３ｍの鋼板を設置し、土砂等の流出を防ぎます。 

（北村委員 入室） 

敷地内は砕石敷きにして転圧処理し、雨水については、敷地内浸透処理とし

ます。 

    地区協において、譲受人と面談し、周辺に残る農地や隣接地に影響がないよ
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う十分配慮することなどについて指導しました。  

    以上です。 

議長（齋藤義治委員） 他に意見はございませんか。 

   ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、採決をいたします。  

議案第８号について、承認をすることに御異議はございませんか。  

「異議なし」の声多数 

議長（齋藤義治委員） それでは、議案第８号について、承認をすることに決定をい

たします。 

次に移ります 

 日程第３、議案第９号「非農地証明願について」を上程いたします。  

    事務局の説明を求めます。 

    森 主査。 

事務局（森 主査） それでは、「非農地証明願について」、御説明をさせていただき

ます。 

    地区、藤鵠・村岡・明治。番号１。申請人、住所氏名、記載のとおり。当該

農地、地番、白旗四丁目、２筆。地目、１筆が畑、もう一筆が田。地積、２筆

合計１８．３０㎡。内容、平成１９年頃より駐車場敷地として利用され、現在

に至る。確認資料、平成２６年度資産税課課税情報。農地種別、第３種農地。

現地確認日、令和６年５月１４日。 

以上です。 

議長（齋藤義治委員） 事務局の説明が終わりました。 

    それでは、番号１について意見を求めます。  

    ２４番、神﨑委員。 

２４番（神﨑享子委員） 資料は、７ページをお開きください。 

本件の申請地は、市道立石・西俣野線にある「立石」交差点から南西に約５

００ｍの土地になります。 
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    申請地はいずれも、少なくとも平成１９年頃から現在まで、駐車場敷地とし

て利用されているとのことです。  

農地の区分は、前面が建築基準法上の道路であり、水道管及び下水管が埋設

されており、近隣には、立石公園と第二伊勢山辺公園があるため、「第３種農

地」と判断いたしました。 

神奈川県の「農地法の適用を受けない土地に係る運用指針」に規定する非農

地の定義を全て満たしており、令和６年５月１４日に現地調査を行い、申請ど

おりであることを確認しております。  

    以上です。 

議長（齋藤義治委員） 他に意見はございませんか。 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、採決をいたします。  

    議案第９号について、承認をすることに御異議はございませんか。  

「異議なし」の声多数 

議長（齋藤義治委員） それでは、議案第９号について、承認をすることに決定をい

たします。 

次に移ります。 

日程第４、議案第１０号「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証

明願について」を上程いたします。  

    事務局の説明を求めます。 

久保主査。 

事務局（久保主査） 「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願につい

て」、御説明いたします。 

地区、六会・長後。番号１。買取りの申出事由の生じた者の住所及び氏名、

記載のとおり。買取り申出事由、死亡。買取り申出事由発生日、令和６年２月

２５日。農業従事者の区分、農業の主たる従事者。申出をする者の住所及び氏

名、申出事由の生じた者との関係、記載のとおり。買取り申出をする土地、所
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在及び地番、石川一丁目、２筆。地目、畑。地積、合計１，８７５㎡。 

本申請について、申出人（台帳：補助１８０日）に、買取り申出事由の生じ

た者（台帳：基幹１８０日）の状況確認を行ったところ、亡くなる前まで農業

経営に携わっていたとのことでした。  

また、申請地を現地調査したところ、野菜等の作付けはされておりませんで

した。 

以上のことから、買取り申出事由の生じた者が「主たる従事者であったもの」

と判断いたしました。 

以上です。 

議長（齋藤義治委員） 事務局からの説明が終わりました。 

    それでは、本件について意見を求めます。  

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―  

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、採決をいたします。  

    議案第１０号について、承認をすることに御異議はございませんか。  

「異議なし」の声多数 

議長（齋藤義治委員） それでは、議案第１０号について、承認することに決定をい

たします。 

次に移ります。 

    日程第５、報告第６号「農地の貸借の合意解約通知について」を上程いたし

ます。 

    事務局の説明を求めます。 

    久保主査。 

事務局（久保主査） 「合意解約（令和６年５月）」について、説明をいたします。 

    番号１は、体験農園の利用者が集まらなかったため、賃借権を合意解約する

旨の通知を受けたものです。 

番号２、３は、別の方に貸借するため、使用貸借権を合意解約する旨の通知

を受けたもので、この土地の新たな貸付けについては、日程第６、議案第１１
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号の「農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定等の申し出について」に上

程されております。 

以上で説明を終わります。 

議長（齋藤義治委員） 本件につきましては、報告事項でございますので、お目通し

の上、御質問等がございましたら、お願いをいたします。  

   ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、報告第６号を終了いたします。 

次に移ります。 

日程第６、議案第１１号「農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定等の

申し出について」を上程いたします。  

なお、本議案、番号８、また、番号１３、番号１６から１７については、農

業委員等の案件になっておりますので、農業委員会等に関する法律第３１条、

議事参与の制限により、対象委員はしばらくの間、御退席をお願いいたします。  

（対象委員 退席） 

議長（齋藤義治委員） それでは、本議案、番号８について、事務局の説明を求めま

す。 

    久保主査。 

事務局（久保主査） 番号８は、亀井野で１５６ａを耕作する方の更新借受分です。  

なお、利用権設定を行う農地については、現地確認を行い、特段問題はござ

いませんでした。 

以上で説明を終わります。 

議長（齋藤義治委員） 事務局の説明が終わりました。 

    それでは、本件について、意見を求めます。  

   ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、採決をいたします。  

    議案第１１号、番号８について、承認をすることに御異議はございません
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か。 

「異議なし」の声多数 

議長（齋藤義治委員） それでは、議案第１１号、番号８について、承認をすること

に決定をいたします。 

退席をしている委員の入室をお願いいたします。  

（退席委員 入室） 

議長（齋藤義治委員） 次に、本議案、番号１３及び番号１６から１７についてです

が、議事参与の制限により、対象委員はしばらくの間、退席をお願いいたしま

す。 

（対象委員 退席） 

議長（齋藤義治委員） それでは、本議案、番号１３及び番号１６から１７につい

て、事務局の説明を求めます。  

    久保主査。 

事務局（久保主査） 番号１３、番号１６～１７は、高倉を中心に２６０ａを耕作す

る方の更新借受分です。 

なお、利用権設定を行う農地については、現地確認を行い、特段問題はござ

いませんでした。 

以上で説明を終わります。 

議長（齋藤義治委員） 事務局の説明が終わりました。 

    それでは、本件について、意見を求めます。  

   ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、採決をいたします。  

    議案第１１号、番号１３及び番号１６から１７について、承認をすることに

御異議はございませんか。 

「異議なし」の声多数 

議長（齋藤義治委員） それでは、議案第１１号、番号１３及び番号１６から１７に

ついて、承認することに決定をいたします。 
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退席している委員の入室をお願いいたします。 

（退席委員 入室） 

議長（齋藤義治委員） 次に、番号１から番号７、番号９から番号１２、番号１４、

番号１５及び番号１８から番号２０について、事務局の説明を求めます。 

 

    久保主査。 

事務局（久保主査） 番号１は、用田を中心に２８３ａを耕作する方の更新借受分で

す。 

    番号２は、用田と宮原で７０３ａを耕作する法人の新規借受分で、当該地で

は、水稲を栽培する予定とのことです。 

番号３は、打戻や宮原を中心に１８３ａを耕作する方の更新借受分です。 

番号４及び番号６は、菖蒲沢を中心に４９９ａを耕作する方の更新借受分で

す。 

    番号５は、葛原で４５ａを耕作する法人の更新借受分です。 

    番号７は、獺郷を中心に１０９ａを耕作する方の更新借受分です。  

    番号９、番号１０、番号１４、番号１５、番号１８及び番号１９は、石川を

中心に５７２ａを耕作する方の更新借受分及び新規借受分で、新規借受地では

水稲を栽培する予定とのことです。 

番号１１及び番号１２は、西俣野を中心に１８８ａを耕作する方の新規借受

分で、当該地では、水稲を栽培する予定とのことです。 

番号２０は、大庭で２５ａを耕作する方の更新借受分です。  

なお、利用権設定を行う農地については、現地確認を行い、特段問題はござ

いませんでした。 

以上で説明を終わります。 

議長（齋藤義治委員） 事務局の説明が終わりました。 

それでは、番号１から番号７、番号９から番号１２、番号１４、番号１５及

び番号１８から番号２０について、意見を求めます。  

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 
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― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、採決をいたします。  

議案第１１号、番号１から番号７、番号９から番号１２、番号１４、番号１

５及び番号１８から番号２０について、承認をすることに御異議はございませ

んか。 

「異議なし」の声多数 

議長（齋藤義治委員） それでは、議案第１１号、番号１から番号７、番号９から番

号１２、番号１４、番号１５及び番号１８から番号２０について、承認をする

ことに決定をいたします。 

次に移ります。 

    日程第７、議案第１２号「農地中間管理事業に係る農業経営基盤強化促進法

に基づく農用地利用集積計画の決定について」を上程いたします。 

事務局の説明を求めます。 

    久保主査。 

事務局（久保主査） 番号１は、用田を中心に３８５ａを耕作する方の新規借受分で、

当該地では、エダマメを作付けしていくとのことです。 

    番号２及び番号３は、葛原で２８ａを耕作する法人の更新借受分です。 

    番号４は、打戻を中心に７２ａを耕作する方の新規借受分で、当該地では、

ニンジンを作付けしていくとのことです。 

    番号５及び番号６は、獺郷を中心に７７ａを耕作する方の新規借受分で、当

該地では、ナスを作付けしていくとのことです。 

    番号７から番号９、番号１１及び番号１２は、宮原を中心に１９ａを耕作す

る方の新規借受分で、当該地では、水稲を作付けしていくとのことです。 

    番号１０は、大庭を中心に３９８ａを耕作する方の更新借受分です。 

    なお、現地確認を行い、特段問題はございませんでした。  

    以上で説明を終わります。 

議長（齋藤義治委員） 事務局の説明が終わりました。 

    それでは、本件について意見を求めます。 
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    今回は、比較的新規就農者が多いので、その近辺の方は、ぜひとも見守り、

あるいはいろいろな相談に乗っていただきたいと思っておりますので、よろし

くお願いいたします。 

    何か意見等ございますか。 

   ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、採決をいたします。  

議案第１２号について、承認をすることに御異議はございませんか。 

「異議なし」の声多数 

議長（齋藤義治委員） それでは、議案第１２号について、承認をすることに決定を

いたします。 

    次に移ります。 

日程第８、報告第７号「藤沢市農業委員会規程第９条第２項に基づく報告に

ついて」を上程いたします。 

    事務局の説明を求めます。 

久保主査。 

事務局（久保主査） 本件につきましては、まず１６ページが「農地法第４条第１項

第７号の規定による転用届出」でございます。 

六会・長後地区が１件、藤鵠・村岡・明治地区が３件、合計４件となってお

ります。 

続きまして、１７ページから１８ページまでが「農地法第５条第１項第６号

の規定による転用届出」でございます。  

御所見・遠藤地区が１件、六会・長後地区が３件、藤鵠・村岡・明治地区が

５件の、合計９件となっております。 

以上で説明を終わります。 

議長（齋藤義治委員） 本件につきましては、報告事項でございますので、お目通し

の上、御質問等がございましたら、お願いをいたします。  

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 
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― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、報告第７号を終了いたします。 

次に移ります 

    日程第９、議案第１３号「令和５年度農業委員会の農地利用の最適化の推進

の状況その他事務の実施状況の公表」について、を上程いたします。 

    事務局からの説明を求めます。 

    久保主査。 

事務局（久保主査） それでは、「令和５年度農業委員会の農地利用の最適化の推進

の状況その他事務の実施状況の公表」について、御説明いたします。  

    本議案につきましては、農業委員会等に関する法律第３７条及び同法施行規

則第１５条の規定に基づき、農業委員会の運営の透明性を確保するために、農

業委員会事務の実施状況等の公表について、議案に上程するものです。  

    公表する内容は、農林水産省通知「農業委員会による最適化活動の推進等に

ついて」に示されている様式に従い、昨年の３月の総会でお諮りした、令和５

年度の最適化活動の目標設定に対する実績などの実施状況をまとめたものです。 

    「目標の達成状況及び結果」などについて、説明いたします。  

    議案書２０ページをお開きください。 

まず「農業委員会の現在の体制」になります。 

次に、２１ページを御覧ください。  

「Ⅱ 最適化活動の実施状況」の「１ 最適化活動の成果目標」ですが、（１）

の「農地の集積の実績」に伴う点検結果は、「おおむね目標の集積率を達成し

た。」になります。 

次に、２２ページを御覧ください。 

（２）の「遊休農地の発生防止・解消」の実績に伴う点検・結果は、「遊休

農地所有者への指導通知、利用意向調査による貸付・あっせんの意向を把握し、

新規就農者等に提供するなど、遊休農地の解消が図られた。」になります。 

次に、２３ページを御覧ください。  

（３）の「新規参入の促進」の実績に伴う点検・結果は、「新規参入者に対
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し、利用権設定などによる貸付を行い、農地の有効利用や遊休農地の解消が図

られた。引き続き、新規参入者への支援を継続していく。」になります。 

次に、２４ページを御覧ください。  

「２ 最適化活動の活動目標」ですが、（１）の「推進委員等が最適化活動を

行う日数目標」、（２）の「活動強化月間の設定」、（３）の「新規参入相談

会への参加」に伴う目標の達成状況の評語は、「目標に対し、期待を大幅に上

回る結果が得られた。」になります。 

最後に、２５ページを御覧ください。  

「Ⅲ 事務の実施状況について」、ですが、「総会等の開催実績」、「農地法

第３条に基づく許可事務の件数」、「違反転用への対応実績」になります。 

本総会での御審議を踏まえ、今後、市ホームページに掲載するとともに、県

を通じて国へ報告する予定となります。 

    以上で説明を終わります。 

議長（齋藤義治委員） 事務局の説明が終わりました。 

    それでは、本件について意見を求めます。  

    何かございましたら、お願いをいたします。  

    言葉のことで、ちょっと聞きたいのですが、２３ページ、この中で、「新規

参入者」と「新規就農者」と両方書いてありますけれども、これは、言葉とし

て違うんですか。 

    まあ同じだと思いますけれども、どちらかに統一したほうがいいのではない

ですかね。 

事務局（森 主査） 多分、意味としては同じになります。  

議長（齋藤義治委員） 吉川委員。 

１０番（吉川 誠委員） 今、齋藤会長のおっしゃった部分ですが、２３ページの一番

下の部分、「６月、１０月、２月」と、表になっておりますね。そこに「取組

項目」として「新規参入の促進」とあります。これが、「新規就農者」と同じ

意味であると解釈した場合に、「取組項目」のところで、「新規就農者の促進」

となってしまうんですね。ですから、これは意味が違う。 
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    要は、「農業に対する事業への参入」という考え方、それにおいて「就農者

への農地のあっせんも行うことを目途とする」という意味合いではないかなと。 

議長（齋藤義治委員） 下の部分はいいのですが、上のほうだと、これは、「新規参

入者」と「者」になっているんですよ。 

１０番（吉川 誠委員） 一番上のところですね。 

議長（齋藤義治委員） そうですね。そうすると、「新規参入」と言うと、一つの言

葉としてはいいんだけれども、上のほうは、「新規参入者」と書いてあって…

… 

１０番（吉川 誠委員） 個人になってしまいますね。 

議長（齋藤義治委員） それで、「新規就農者」というのがあるから、どちらかに統

一をしたほうがいいと思います。これは、何らかの基本の様式があるんですよ

ね。 

事務局（森 主査） 様式は決まっております。 

議長（齋藤義治委員） これは、何か変えたほうがいいのではないかと思いますけれ

どもね。 

事務局（森 主査） その言葉の意味も含めて、また、来年の今頃、こういう形で総会

へ報告をさせていただきますので、確認をさせていただければと思います。 

議長（齋藤義治委員） 「新規参入」で切れていれば、先ほどの吉川委員の意見のと

おりですけれども、「新規参入」の後ろに「者」がついていると個人になって

しまうのでお願いします 

１０番（吉川 誠委員） これは、言葉の整理等、事務局でしっかりやっていただく方

向で、今回はおさめたらいかがかと思いますが。 

議長（齋藤義治委員） はい。そういうことでお願いをいたします。 

事務局（森 主査） ありがとうございます。 

議長（齋藤義治委員） 他にございませんか。 

   ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、採決をいたします。  
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    議案第１３号について、承認することに御異議はございませんか。  

「異議なし」の声多数 

議長（齋藤義治委員） それでは、議案第１３号について、承認することに決定をい

たします。 

以上をもちまして５月の総会を閉会といたします。 

    委員の皆様方におかれましては、大変長時間にわたり御審議をいただきまし

て、まことにありがとうございました。  

    どうもありがとうございました。  

     

閉会 午後３時０９分 
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以上のとおり相違ありません。  

 

議  長      齋 藤 義 治 

 

署名委員（   番） 

 

署名委員（   番） 

 


